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課名 保健医療課・福祉企画課 

担当 
医療・福祉施設等物価高騰対策支援センター 

岩上、出宮 

内線 3226 

直通 086-226-7865 

 

令和７年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の 

申請期限【４月２０日（月）】が迫っています。 

 

物価高騰長期化の影響を受けているものの、公定価格により運営されているため、患者、

利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療施設、福祉施設等の負担軽減を図ることを

目的として「令和７年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を設け、下記

のとおり申請を受付していますが、申請期限が迫っていますので、お知らせします。 

 

記 

１ 申請期間 

  令和８年３月１９日（木）から４月２０日（月）まで 

   

２ 申請方法 

郵送又は電子申請（郵送の場合、４月２０日（月）の消印有効） 

〇郵 送 先：〒700-8570  岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援センター 

〇電子申請：下記 URL から電子申請フォームへアクセスしてください。 

URL: https://bokform.jp/Bok/bukkakoutou2026 

 

３ 対象施設及び支援金の額 

  〇対 象 施 設：別表１のとおり（不支給要件は別表３のとおり） 

  〇支援金の額：別表１の施設種別、施設形態、施設区分に応じた基準額に別表２の 

施設の運営開始日に応じた月割率を乗じて算出した額 

 

４ お問合せ先等 

  制度の詳細や申請方法等については、下記ホームページを御確認いただくとともに、

不詳の点は下記までお問い合わせください。 

 

 【お問合せ先】 

 〇県ホームページ「令和７年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金について」 

     URL: https://www.pref.okayama.jp/page/1018379.html 

  〇岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援センター 

     電話：086-226-7865  MAIL：bukkakoutou@pref.okayama.lg.jp 

     〔受付時間〕平日９時から１７時まで（12 時から 13 時を除く） 

 

お 知 ら せ  



  別表１ 

 
 

施設種別 施設形態 施設区分 分類 基準額 

01 医療施設

等 

01 医療施設 01 病院（高度救命救急センター） 

･病床加算※１ 

Ａ 基本額 533.5 万円 

8.8 万円／1床 

02 病院（救命救急センター、 

周産期母子医療センター） 

･病床加算※１ 

Ｂ 基本額 426.8 万円 

6.4 万円／1床 

03 病院（200 床以上） 

･病床加算※１ 

Ｃ 基本額 213.4 万円 

3.3 万円／1床 

04 病院（100 床以上 200 床未満） 

･病床加算※１ 

Ｄ 基本額 106.7 万円 

3.3 万円／1床 

05 病院（100 床未満） 

･病床加算※１ 

Ｅ 基本額 26.6 万円 

4.0 万円／1床 

06 有床診療所（19 床以下） 

･病床加算※１ 

Ｆ 基本額 7.4 万円 

4.8 万円／1床 

07 無床診療所 Ｇ 12.7 万円 

08 歯科診療所 

02 関係施設 01 助産所（分娩取扱施設のみ） Ｈ 7.4 万円 

02 指定訪問看護ステーション 

（健康保険法のみの指定を受けて

いるものに限る） 

Ｉ 7.4 万円 

中山間地域等加算 ※２ 

上記に 2.4 万円を加算 

  

03 歯科技工所 Ｈ 7.4 万円 

04 施術所 

（あんま・はり・きゅう・柔道整復） 

02 薬局 01 その他 01 薬局 Ｈ 7.4 万円 

03 

 

 

 

 

保育所等 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

通所施設 

 

 

 

 

 

01 保育所 Ｍ 21.1 万円 

 

 

 

 

 

02 幼稚園 

（施設型給付を受けているもののみ） 

03 幼稚園型認定こども園 

04 保育所型認定こども園 

05 幼保連携型認定こども園 

06 地域型保育事業所 

07 認可外保育施設（居宅訪問型保育

事業を目的とするものを除く） 

08 放課後児童クラブ 

04 

 

 

 

児童養護

施設等 

 

01 

 

 

 

入所施設 

 

 

01 

 

児童養護施設 

･定員加算※１ 

Ｌ 

 

 

基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

 02 

 

児童心理治療施設 

･定員加算※１ 



  別表１ 

 
 

施設種別 施設形態 施設区分 分類 基準額 

04 児童養護

施設等 

 

01 入所施設 

 

03 

 

乳児院 

･定員加算※１ 

Ｌ 

 

基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

04 

 

地域小規模児童養護施設 

･定員加算※１ 

05 

 

ファミリーホーム 

･定員加算※１ 

06 

 

自立援助ホーム 

･定員加算※１ 

02 その他 01 里親 Ｎ 6.2 万円 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉

施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

施設入所支援 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

02 

 

共同生活援助（100 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｋ 基本額 42.5 万円 

2.8 万円／1定員 

03 

 

共同生活援助（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

04 

 

福祉型障害児入所施設 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

05 

 

 

医療型障害児入所施設 

（200 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｊ 基本額 160.0 万円 

2.8 万円／1定員 

06 

 

 

医療型障害児入所施設 

（100 人以上 200 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｋ 基本額 42.5 万円 

2.8 万円／1定員 

07 

 

 

医療型障害児入所施設 

（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

08 

 

短期入所 

･定員加算（専用床のみ）※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

09 

 

救護施設 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

02 

 

 

 

 

 

通所施設 

 

 

 

 

01 療養介護 Ｍ 

 

 

 

 

 

21.1 万円 

02 生活介護 

03 自立訓練(生活・機能) 

04 宿泊型自立訓練 

05 就労移行支援 

06 就労継続支援 A 型 

07 就労継続支援 B 型 



  別表１ 

 
 

施設種別 施設形態 施設区分 分類 基準額 

05 障害福祉

施設等 

02 通所施設 08 児童発達支援 Ｍ 

 

21.1 万円 

09 放課後等デイサービス 

10 授産施設 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 居宅介護 Ｏ 6.2 万円 

中山間地域等加算 ※２ 

上記に 2.4 万円を加算 

02 重度訪問介護 

03 同行援護 

04 行動援護 

05 就労定着支援 

06 就労選択支援 

07 自立生活援助 

08 居宅訪問型児童発達支援 

09 保育所等訪問支援 

10 計画相談支援 

11 地域移行支援 

12 地域定着支援 

13 障害児相談 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者施

設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

介護老人福祉施設（100 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｒ 基本額 42.5 万円 

1.9 万円／1定員 

02 

 

介護老人福祉施設（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｌ 基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

03 

 

介護老人保健施設（100 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｒ 基本額 42.5 万円 

1.9 万円／1定員 

04 

 

介護老人保健施設（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｌ 基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

05 

 

介護医療院（100 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｒ 基本額 42.5 万円 

1.9 万円／1定員 

06 

 

介護医療院（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｌ 基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

07 

 

短期入所生活介護 

･定員加算（専用床のみ）※１ 

Ｌ 基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

08 

 

短期入所療養介護（みなし指定を除く） 

･定員加算（専用床のみ）※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

09 

 

特定施設入居者生活介護 

（100 人以上）※３ 

･定員加算※１ 

Ｋ 基本額 42.5 万円 

2.8 万円／1定員 

10 

 

特定施設入居者生活介護 

（100 人未満）※３ 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

    11 

 

認知症対応型共同生活介護 

･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 



  別表１ 

 
 

施設種別 施設形態 施設区分 分類 基準額 

06 高齢者施

設等 

01 入所施設 12 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護 
･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

13 

 

地域密着型特定施設入居者生活介
護 ※３ 
･定員加算※１ 

Ｐ 基本額 21.1 万円 

2.8 万円／1定員 

14 

 

養護老人ホーム（100 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｒ 基本額 42.5 万円 

1.9 万円／1定員 

15 

 

養護老人ホーム（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｌ 基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

16 

 

軽費老人ホーム（100 人以上） 

･定員加算※１ 

Ｒ 基本額 42.5 万円 

1.9 万円／1定員 

17 

 

軽費老人ホーム（100 人未満） 

･定員加算※１ 

Ｌ 基本額 21.1 万円 

1.9 万円／1定員 

02 

 

通所施設 

 

01 通所介護 Ｍ 21.1 万円 

02 

 

通所リハビリテーション 

（みなし指定を除く） 

03 小規模多機能型居宅介護 

04 看護小規模多機能型居宅介護 

05 認知症対応型通所介護 

06 地域密着型通所介護 

03 

 

その他 

 

01 訪問介護 Ｏ 6.2 万円 

中山間地域等加算 ※２ 

上記に 2.4 万円を加算 

02 訪問入浴介護 

03 訪問看護（みなし指定を除く） 

04 夜間対応型訪問介護 

05 

 

訪問リハビリテーション 

（みなし指定を除く） 

06 

 

居宅療養管理指導 

（みなし指定を除く） 

07 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

08 居宅介護支援 

09 福祉用具貸与 

 

※  施設区分の適用は、令和８年２月１日時点の許可病床数及び指定を受けた定員数とする。 

※１ 病床加算、定員加算は、令和７年４月１日～令和８年２月１日の間の最大稼働
．．．．

病床数、最大稼働
．．．．

定員

数を対象とする。 

※２ 本支援金における中山間地域等加算は、別表４の介護保険における特別地域加算及び中山間地域等小

規模事業所加算対象地域（障害福祉サービス等における特別地域加算対象地域）に所在する
．．．．

事業所のみ

を対象とする。 

※３ 養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。 



別表２

月割率 月割率

14/14 ８/14

13/14 ７/14

12/14 ６/14

11/14 ５/14

10/14 ４/14

９/14 対象外

別表３

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

(７)

(８)

(９)

(10)

歯科技工所のうち保険医療機関指定のない医療機関等を主な取引先とするもの

薬局のうち保険薬局の指定を受けていないもの

子ども・子育て支援法第31条第1項に基づく市町村長の確認を受けていない保育所、幼稚園又は認定
こども園

令和７年12月２日～令和８年１月１日

令和８年１月２日～令和８年２月１日

令和８年２月２日～

病院及び医科・歯科診療所のうち保険医療機関の指定を受けていないもの

助産所のうち令和７年４月１日から令和８年２月１日までの間に、分娩取扱実績の無いもの

子ども・子育て支援法第43条第1項に基づく市町村長の確認を受けていない地域型保育事業所

子ども・子育て支援法第59条に基づき市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業に該当しない放
課後児童クラブ

福祉施設（障害・高齢）のうち行政当局の指定、届出の無いもの

施設の運営開始日

～令和７年４月１日

令和７年８月２日～令和７年９月１日

令和７年７月２日～令和７年８月１日

令和７年６月２日～令和７年７月１日

令和７年５月２日～令和７年６月１日

令和７年４月２日～令和７年５月１日

施術のための独立した専用施設（ビルの一室等を施術のために占有しているものを含む。）を持たな
い、又は令和７年４月１日から令和８年２月１日までの間に、公的医療保険（療養費）の対象となる
施術の実績の無い施術所（あんま・はり・きゅう・柔道整復）

児童福祉法第59条の2第1項の届出を行っていない認可外保育施設（なお、児童福祉法第6条の3第11項
に規定する居宅訪問型保育事業を目的とする認可外保育施設については、届出を行っているものも対
象外とする。）

施設の運営開始日

令和７年９月２日～令和７年10月１日

令和７年10月２日～令和７年11月１日

令和７年11月２日～令和７年12月１日


